
 

 

 

 

 

 

 

１ 令和６年度（２０２４年度）介護報酬改定の概要（案） 

・介護老人保健施設 ・・・・・・・・・・・・・・ １～２６ 

・（介護予防）短期入所療養介護・・・・・・・・・２７～３７ 

２ 介護報酬の算定構造（案） 

・令和６年（２０２４年）４月改定 ・・・・・・・３８～４４ 

・令和６年（２０２４年）６月改定 ・・・・・・・４５～５１ 

３ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（案） 

・令和６年（２０２４年）４月改定 ・・・・・・・５２～５５ 

・令和６年（２０２４年）６月改定 ・・・・・・・５５～５９ 

 
 

令和６年（２０２４年）３月 

熊本県健康福祉部長寿社会局高齢者支援課 

熊本市健康福祉局高齢者支援部介護事業指導課 

【介護老人保健施設・（介護予防）短期入所療養介護】 

令和６年度（２０２４年度）介護報酬改定等説明資料 

≪はじめに≫ 
 

○ 資料は、令和６年（２０２４年）１月２２日に開催された「第２３９回 社会保障審議会介護

給付費分科会」の資料のうち各サービスに関係するページを抜粋しています。なお、「１ 令和６

年度（２０２４年度）介護報酬改定の概要（案）」の各改定事項概要欄の上部に対象サービスが記

載（介護予防についても同様の措置を講ずる場合には★が付記）されています。 

○ 令和６年度（２０２４年度）介護報酬改定等の内容は、厚生労働省より省令・告示・通知等で

正式に示されます。正式な省令・告示・通知等は、以下のホームページに掲載します。また、新

たにＱ＆Ａ等が発出された場合も同じく掲載しますので、随時、更新内容の確認をお願いしま

す。 

熊本県ＨＰ ＞県政情報＞健康・福祉・子育て 

＞高齢者・障がい者・介護＞高齢者支援課＞介護報酬改定 

※熊本県ＨＰ http://www.pref.kumamoto.jp/ 

 

熊本市ＨＰ ＞分類から探す＞しごと・産業・事業者向け 

＞届出・証明・法令・規制＞介護・福祉＞介護報酬改定 

      ※熊本市ＨＰ http://www.city.kumamoto.jp/ 
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：令和６年４月改定箇所

Ⅰ　指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　訪問介護費

　２　訪問入浴介護費

　３　訪問看護費

　４　訪問リハビリテーション費

　５　居宅療養管理指導費

　６　通所介護費

　７　通所リハビリテーション費

　８　短期入所生活介護費

　９　短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における短期入所療養介護費

　　　ニ　（削除）

　　　ホ　介護医療院における短期入所療養介護費

　１０　特定施設入居者生活介護費

　１１　福祉用具貸与費

Ⅱ　指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　居宅介護支援費

Ⅲ　指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造

　１　介護福祉施設サービス

　２　介護保健施設サービス

　３　（削除）

　４　介護医療院サービス

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

介　護　サ　ー　ビ　ス

社保審－介護給付費分科会
第239回（R6.1.22） 参考資料２－１

38



２　介護保健施設サービス
注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条
件基準を満た
さない場合

入所者の数
が入所定員を
超える場合

又
は

医師、看護職
員、介護職
員、理学療法
士、作業療法
士、言語聴覚
士又は介護
支援専門員
の員数が基
準に満たない
場合

常勤のユニッ
トリーダーをユ
ニット毎に配
置していない
等ユニットケ
アにおける体
制が未整備で
ある場合

安全管理体
制未実施減
算

高齢者虐待
防止措置未
実施減算

業務継続計
画未策定減
算

栄養管理の
基準を満たさ
ない場合

夜勤職員配
置加算

短期集中リハ
ビリテーション
実施加算
（Ⅰ）

短期集中リハ
ビリテーション
実施加算
（Ⅱ）

認知症短期
集中リハビリ
テーション実
施加算（Ⅰ）

認知症短期
集中リハビリ
テーション実
施加算（Ⅱ）

認知症ケア
加算

若年性認知
症入所者受
入加算

在宅復帰・
在宅療養
支援機能
加算
（Ⅰ）

在宅復帰・
在宅療養
支援機能
加算（Ⅱ）

要介護１ （ 717 単位）

要介護２ （ 763 単位）

要介護３ （ 828 単位）

要介護４ （ 883 単位）

要介護５ （ 932 単位）

要介護１ （ 788 単位）

要介護２ （ 863 単位）

要介護３ （ 928 単位）

要介護４ （ 985 単位）

要介護５ （ 1,040 単位）

要介護１ （ 793 単位）

要介護２ （ 843 単位）

要介護３ （ 908 単位）

要介護４ （ 961 単位）

要介護５ （ 1,012 単位）

要介護１ （ 871 単位）

要介護２ （ 947 単位）

要介護３ （ 1,014 単位）

要介護４ （ 1,072 単位）

要介護５ （ 1,125 単位）

要介護１ （ 758 単位）

要介護２ （ 843 単位）

要介護３ （ 960 単位）

要介護４ （ 1,041 単位）

要介護５ （ 1,117 単位）

要介護１ （ 839 単位）

要介護２ （ 924 単位）

要介護３ （ 1,044 単位）

要介護４ （ 1,121 単位）

要介護５ （ 1,197 単位）

要介護１ （ 758 単位）

要介護２ （ 837 単位）

要介護３ （ 933 単位）

要介護４ （ 1,013 単位）

要介護５ （ 1,089 単位）

要介護１ （ 839 単位）

要介護２ （ 918 単位）

要介護３ （ 1,016 単位）

要介護４ （ 1,092 単位）

要介護５ （ 1,170 単位）

要介護１ （ 703 単位）

要介護２ （ 748 単位）

要介護３ （ 812 単位）

要介護４ （ 865 単位）

要介護５ （ 913 単位）

要介護１ （ 777 単位）

要介護２ （ 826 単位）

要介護３ （ 889 単位）

要介護４ （ 941 単位）

要介護５ （ 991 単位）

要介護１ （ 802 単位）

要介護２ （ 848 単位）

要介護３ （ 913 単位）

要介護４ （ 968 単位）

要介護５ （ 1,018 単位）

要介護１ （ 876 単位）

要介護２ （ 952 単位）

要介護３ （ 1,018 単位）

要介護４ （ 1,077 単位）

要介護５ （ 1,130 単位）

要介護１ （ 802 単位）

要介護２ （ 848 単位）

要介護３ （ 913 単位）

要介護４ （ 968 単位）

要介護５ （ 1,018 単位）

要介護１ （ 876 単位）

要介護２ （ 952 単位）

要介護３ （ 1,018 単位）

要介護４ （ 1,077 単位）

要介護５ （ 1,130 単位）

要介護１ （ 928 単位）

要介護２ （ 1,014 単位）

要介護３ （ 1,130 単位）

要介護４ （ 1,209 単位）

要介護５ （ 1,287 単位）

要介護１ （ 928 単位）

要介護２ （ 1,014 単位）

要介護３ （ 1,130 単位）

要介護４ （ 1,209 単位）

要介護５ （ 1,287 単位）

要介護１ （ 928 単位）

要介護２ （ 1,007 単位）

要介護３ （ 1,104 単位）

要介護４ （ 1,181 単位）

要介護５ （ 1,259 単位）

要介護１ （ 928 単位）

要介護２ （ 1,007 単位）

要介護３ （ 1,104 単位）

要介護４ （ 1,181 単位）

要介護５ （ 1,259 単位）

要介護１ （ 784 単位）

要介護２ （ 832 単位）

要介護３ （ 894 単位）

要介護４ （ 948 単位）

要介護５ （ 997 単位）

要介護１ （ 784 単位）

要介護２ （ 832 単位）

要介護３ （ 894 単位）

要介護４ （ 948 単位）

要介護５ （ 997 単位）

－１０／１００ －１／１００

（１日につき　　　９１０単位を加算）

注　ターミナル
　　ケア加算

療養型老健以外の場合

（１日につき　　　７２単位を加算）

（１日につき　　　１６０単位を加算）

（３）　死亡日以前2日又は3日

療養型老健以外の場合

（４）　死亡日

療養型老健の場合

（１日につき　　　８０単位を加算）

療養型老健の場合
（２）　死亡日以前4日以上30日以下

療養型老健以外の場合

（１日につき　　　１６０単位を加算）

療養型老健以外の場合

（１日につき　　　１,９００単位を加算）

療養型老健の場合

（１日につき　　　１,７００単位を加算）

（二）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　　＜ユニット型個室＞【在宅強化型】

１日につき
＋２４単位

（１）　死亡日以前31日以上45日以下

入所者に対して居宅における外泊を認め、施設が在宅サービスを提供した場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき８００単位を算定

（１日につき　　　８5０単位を加算）

療養型老健の場合

入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき３６２単位を算定

（二）　介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　　＜従来型個室＞【在宅強化型】

（４）　ユニット型
　　　　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅳ）
　　　　＜ユニット型特別介護
　　　　保健施設サービス費
＞

（一）　ユニット型介護保健施設サービス費
　　　　＜ユニット型個室＞

（二）　経過的ユニット型介護保健施設サービス費
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

注　外泊時費用

1日につき
＋５１単位

－３／１００

1日につき
＋５１単位

1日につき
＋５１単位

1日につき
＋２５８単位

1日につき
＋１２０単位

1日につき
＋５１単位

（四）　介護保健施設サービス費（ⅳ）
　　　　＜多床室＞【在宅強化型】

1日につき
＋２００単位

1日につき
＋５１単位

1日につき
＋２４０単位
（週３日を

限度）

1日につき
＋２４０単位
（週３日を

限度）

（三）　介護保健施設サービス費（ⅲ）
　　　　＜多床室＞【基本型】

基本部分

注

（２）　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅱ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護職員を配置＞

（一）　介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞【療養型】

（二）　介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　　＜多床室＞【療養型】

1日につき
＋２５８単位

身体拘束廃
止未実施減
算

注

１日につき
－５単位

（三）　経過的ユニット型介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞【基本型】

注

イ　介護保健施設
　　サービス費
　　（1日につき）

（１）　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅰ）

（一）　介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞【基本型】

×９７／１００ ×７０／１００ ×７０／１００
１日につき
－１４単位

（一）　ユニット型介護保健施設サービス費
　　　　＜ユニット型個室＞【療養型】

（一）　介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞【療養型】

（２）　ユニット型
　　　　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅱ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護職員を配置＞

（一）　ユニット型介護保健施設サービス費
　　　　＜ユニット型個室＞【療養型】

（二）　経過的ユニット型介護保健施設サービス費
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞【療養型】

（３）　ユニット型
　　　　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅲ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護オンコール体制＞

（二）　経過的ユニット型介護保健施設サービス費
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞【療養型】

（四）　経過的ユニット型介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞【在宅強化型】

（二）　介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　　＜多床室＞【療養型】

（一）　介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞

1日につき
＋７６単位

1日につき
＋５１単位

1日につき
＋５１単位

×９７／１００

注　外泊時費用（在宅サービスを利用する場合）

（１）　ユニット型
　　　　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅰ）

（一）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室＞【基本型】

（二）　介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　　＜多床室＞

（４）　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅳ）
　　　　＜特別介護保健施設
　　　　サービス費＞

ロ　ユニット型
　　介護保健施設
　　サービス費
　　（1日につき）

（３）　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅲ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護オンコール体制＞

注

1日につき
＋２００単位

1日につき
＋１２０単位
（週３日を

限度）

注

1日につき
＋１２０単位
（週３日を

限度）

1日につき
＋５１単位

介護　1739



※　イ（４）及びロ（４）を適用する場合には、（※２）を適用しない。

注
所定単位は、イからマまでにより算定した単位数の合計（1月につき　＋所定単位×３９／１０００）

オ　高齢者施設等感染対策向上加算

（１）　高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）

（１月につき　１０単位を加算）

（２）　高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）

（１月につき　５単位を加算）

ケ　介護職員処遇改善加算

注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。（１月につき１回を限度として７０単位を加算）

チ　協力医療機関連携加算

（１）　相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入院を受け入れる体制を確保している協
力医療機関と連携している場合

（１月につき　５０単位を加算）

（２）　上記以外の協力医療機関と連携している場合

ヘ　入所前後訪問指導加算（Ⅰ）　（※２）

（６００単位）

（四）　入退所前連携加算（Ⅱ）

（１回につき　　　４８０単位を加算）

※　業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和７年３月３１日までの間適用しない。

ツ　認知症チームケア推進加算

（１）認知症チームケア推進加算（Ⅰ）

（２）認知症チームケア推進加算（Ⅱ）

（１月につき　１２０単位を加算）

ヲ　口腔衛生管理加算　（※２）

（１）　口腔衛生管理加算（Ⅰ）

（２）　口腔衛生管理加算（Ⅱ）

レ　所定疾患施設療養費　（※２）

（１）所定疾患施設療養費（Ⅰ）

（1月に1回１０日を限度に､1日につき４８０単位を算定）

（入所者１人につき１回を限度として１００単位を加算）

ク　新興感染症等施設療養費

タ　緊急時施設療養費

※　ＰＴ・ＯＴ・ＳＴによる人員配置減算を適用する場合には、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算を適用しない。

フ　介護職員等特定処遇改善加算

注
所定単位は、イからマまでにより算定した単位数の合計

注
所定単位は、イからマまでにより算定した単位数の合計

ソ　認知症専門ケア加算

（１）認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（1日につき　３単位を加算）

（１日につき　４単位を加算）

（1月につき　１５０単位を加算）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×２９／１０００）

（入所者1人につき1回を限度として２０単位を算定）

ノ　安全対策体制加算（※２）

マ　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×１７／１０００）

（1月につき　＋所定単位×１６／１０００）

（１日につき　６単位を加算）

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×２１／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（１日につき　２２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　１８単位を加算）

ヤ　生産性向上推進体制加算

（1）　生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

（１月につき　３００単位を加算）

（２）　排せつ支援加算（Ⅱ）

（１月につき　１５単位を加算）

（３）　排せつ支援加算（Ⅲ）

（１月につき　２０単位を加算）

ヰ　科学的介護推進体制加算（※２）

（１）　科学的介護推進体制加算（Ⅰ）

（１月につき　４０単位を加算）

（２）　科学的介護推進体制加算（Ⅱ）

（１月につき　６０単位を加算）

ナ　リハビリテーションマネジメント計画書情報加算
（※２）

（１）　リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ）

ム　排せつ支援加算　（※２）

ウ　自立支援促進加算（※２）

（１）　褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）

（１月につき　３単位を加算）

（２）　褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）

（１月につき　３３単位を加算）

（２）　リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ）

（１月につき　５３単位を加算）

ネ　認知症行動・心理症状緊急対応加算

療養型老健以外の場合

（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

療養型老健の場合

（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

（１）　緊急時治療管理

療養型老健以外の場合

（1月に1回3日を限度に､1日につき５１８単位を算定）

療養型老健の場合

（1月に1回3日を限度に､1日につき５１８単位を算定）

ワ　療養食加算

（1回につき　　６単位を加算（１日に３回を限度））

カ　在宅復帰支援機能加算

（療養型老健に限り１日につき　１０単位を加算）

ヨ　かかりつけ医連携薬剤調整加算　（※２）
（２）　かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）

（入所者１人につき１回を限度として２４０単位を加算）

（１）　かかりつけ医連携
薬剤調整加算（Ⅰ）

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ

ヌ　経口移行加算　（※２）

（1日につき　２８単位を加算）

（1月につき　９０単位を加算）

ル　経口維持加算　（※２）

（２）　経口維持加算（Ⅱ）
注
経口維持加算（Ⅰ）を算定していない場合には、算定しない。

注
栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は、算定しない。

注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

（1月につき　１１０単位を加算）

（1月につき　４００単位を加算）

（1月につき　１００単位を加算）

（１）　経口維持加算（Ⅰ）

リ　栄養マネジメント強化加算

（２）　訪問看護指示加算

（入所者1人につき1回を限度として３００単位を算定）

（１日につき　１１単位を加算）

ト　退所時等支援等加算　（※２）

（１）　退所時等支援加
算

（一）　試行的退所時指導加算

（４００単位）

（４００単位）

（三）　入退所前連携加算（Ⅰ）

注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

ヘ　入所前後訪問指導加算（Ⅱ）　（※２）

在宅強化型の場合 （１回につき　　　４８０単位を加算）

在宅強化型以外の場合

（１回につき　　　４５０単位を加算）

注
入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた施設サービス計画の策定と及び診療方針の決定を行った場合に算定

在宅強化型の場合 （１回につき　　　４５０単位を加算）

在宅強化型以外の場合

ホ　再入所時栄養連携加算　（※２）

（入所者1人につき1回を限度として２００単位を加算）

ハ　初期加算
（1日につき　６０単位を加算）

（1日につき　３０単位を加算）

（１）　初期加算（Ⅰ）

（２）　初期加算（Ⅱ）

ニ　退所時栄養情報連携加算

注　療養体制維持特別加算

イ　療養体制維持特別加算（Ⅰ） （１日につき　２７単位を加算）

ロ　療養体制維持特別加算（Ⅱ） （１日につき　５７単位を加算）

注　特別療養費

コ　介護職員等ベースアップ等支援加算 （1月につき　＋所定単位×８／１０００）

ラ　褥瘡マネジメント加算　（※２）
　　（イ（１）、ロ（１）を算定する場合のみ算定）

（１月につき　１３単位を加算）

（１月につき　１００単位を加算）

（2）　生産性向上推進体制加算(Ⅱ）

（１月につき　１０単位を加算）

（１）　排せつ支援加算（Ⅰ）

（１月につき　１０単位を加算）

（１月に１回、連続する５日を限度として　２４０単位を算定）

注
入所期間が１月を超える入所者が試行的に退所する場合において、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合

注
入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた施設サービス計画の策定と及び診療方針の決定を行うことに加え、生活機能の改善目標及び退所後も含めた切れ目ない支援計画を作成した場合に算定

注
令和７年３月３１日までの間は１００単位を算定

（二）　退所時情報提供加算

（1月に1回７日を限度に､1日につき２３９単位を算定）

（２）所定疾患施設療養費（Ⅱ）

（入所者１人につき１回を限度として１４０単位を加算）

（１月につき　５単位を加算）

注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

注
居宅介護支援事業者と入退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

注
退所後医療機関に入院した場合に、当該医療機関に対して、入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した場合

注
居宅等に退所した場合に、入所者の主治医等に対して、当該入所者の診療情報、心身の状況、生活歴等の情報を提供した場合

※　介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和６年５月３１日まで算定可能。

（入所者１人につき１回を限度として７０単位を加算）

（3）　かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ）

（２）　特定治療

注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月２回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合

退所時情報提供加算（Ⅰ）

（５００単位）

退所時情報提供加算（Ⅱ）

（２５０単位）

介護　1840



　

：令和６年４月改定箇所

Ⅰ　指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　訪問介護費

　２　訪問入浴介護費

　３　訪問看護費

　４　訪問リハビリテーション費

　５　居宅療養管理指導費

　６　通所介護費

　７　通所リハビリテーション費

　８　短期入所生活介護費

　９　短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における短期入所療養介護費

　　　ニ　（削除）

　　　ホ　介護医療院における短期入所療養介護費

　１０　特定施設入居者生活介護費

　１１　福祉用具貸与費

Ⅱ　指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　居宅介護支援費

Ⅲ　指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造

　１　介護福祉施設サービス

　２　介護保健施設サービス

　３　（削除）

　４　介護医療院サービス

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

介　護　サ　ー　ビ　ス
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９　短期入所療養介護費
　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条
件基準を満
たさない場合

利用者の数
及び入所者
の数の合計
数が入所定
員を超える場
合

又
は

医師、看護
職員、介護
職員、理学
療法士、作
業療法士又
は言語聴覚
士の員数が
基準に満た
ない場合

常勤のユニッ
トリーダーを
ユニット毎に
配置していな
い等ユニット
ケアにおける
体制が未整
備である場合

身体拘束廃
止未実施減
算

高齢者虐待
防止措置未
実施減算

業務継続計
画未策定減
算

夜勤職員配
置加算

個別リハビリ
テーション実
施加算

認知症ケア
加算

認知症行動・
心理症状緊
急対応加算

緊急短期入
所受入加算

若年性認知
症利用者受
入加算

重度療養管
理加算

在宅復帰・在
宅療養支援
機能加算
（Ⅰ）

在宅復帰・在
宅療養支援
機能加算
（Ⅱ）

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要介護１ （ 753 単位）

要介護２ （ 801 単位）

要介護３ （ 864 単位）

要介護４ （ 918 単位）

要介護５ （ 971 単位）

要介護１ （ 819 単位）

要介護２ （ 893 単位）

要介護３ （ 958 単位）

要介護４ （ 1,017 単位）

要介護５ （ 1,074 単位）

要介護１ （ 830 単位）

要介護２ （ 880 単位）

要介護３ （ 944 単位）

要介護４ （ 997 単位）

要介護５ （ 1,052 単位）

要介護１ （ 902 単位）

要介護２ （ 979 単位）

要介護３ （ 1,044 単位）

要介護４ （ 1,102 単位）

要介護５ （ 1,161 単位）

要介護１ （ 790 単位）

要介護２ （ 874 単位）

要介護３ （ 992 単位）

要介護４ （ 1,071 単位）

要介護５ （ 1,150 単位）

要介護１ （ 870 単位）

要介護２ （ 956 単位）

要介護３ （ 1,074 単位）

要介護４ （ 1,154 単位）

要介護５ （ 1,231 単位）

要介護１ （ 790 単位）

要介護２ （ 868 単位）

要介護３ （ 965 単位）

要介護４ （ 1,043 単位）

要介護５ （ 1,121 単位）

要介護１ （ 870 単位）

要介護２ （ 949 単位）

要介護３ （ 1,046 単位）

要介護４ （ 1,124 単位）

要介護５ （ 1,203 単位）

要介護１ （ 738 単位）

要介護２ （ 784 単位）

要介護３ （ 848 単位）

要介護４ （ 901 単位）

要介護５ （ 953 単位）

要介護１ （ 813 単位）

要介護２ （ 863 単位）

要介護３ （ 925 単位）

要介護４ （ 977 単位）

要介護５ （ 1,031 単位）

要介護１ （ 836 単位）

要介護２ （ 883 単位）

要介護３ （ 948 単位）

要介護４ （ 1,003 単位）

要介護５ （ 1,056 単位）

要介護１ （ 906 単位）

要介護２ （ 983 単位）

要介護３ （ 1,048 単位）

要介護４ （ 1,106 単位）

要介護５ （ 1,165 単位）

要介護１ （ 836 単位）

要介護２ （ 883 単位）

要介護３ （ 948 単位）

要介護４ （ 1,003 単位）

要介護５ （ 1,056 単位）

要介護１ （ 906 単位）

要介護２ （ 983 単位）

要介護３ （ 1,048 単位）

要介護４ （ 1,106 単位）

要介護５ （ 1,165 単位）

要介護１ （ 959 単位）

要介護２ （ 1,043 単位）

要介護３ （ 1,162 単位）

要介護４ （ 1,242 単位）

要介護５ （ 1,319 単位）

要介護１ （ 959 単位）

要介護２ （ 1,043 単位）

要介護３ （ 1,162 単位）

要介護４ （ 1,242 単位）

要介護５ （ 1,319 単位）

要介護１ （ 959 単位）

要介護２ （ 1,037 単位）

要介護３ （ 1,135 単位）

要介護４ （ 1,213 単位）

要介護５ （ 1,291 単位）

要介護１ （ 959 単位）

要介護２ （ 1,037 単位）

要介護３ （ 1,135 単位）

要介護４ （ 1,213 単位）

要介護５ （ 1,291 単位）

要介護１ （ 818 単位）

要介護２ （ 866 単位）

要介護３ （ 929 単位）

要介護４ （ 983 単位）

要介護５ （ 1,035 単位）

要介護１ （ 818 単位）

要介護２ （ 866 単位）

要介護３ （ 929 単位）

要介護４ （ 983 単位）

要介護５ （ 1,035 単位）

（ 664 単位）

（ 927 単位）

（ 1,296 単位）

（一）　緊急時治療管理

　：　「特別療養費」と「緊急時施設療養費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（１日につき　６単位を加算）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　２２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　１８単位を加算）

（1月につき　＋所定単位×１６／１０００）

（1月に1回3日を限度に､1日につき５１８単位を算定）

（1日につき　５７単位を加算）

療養型老健以外の場合

（１日につき　４単位を加算）

（４）　総合医学管理加算 （利用中に１０日を限度に、１日につき２７５単位を加算）

（１０）　サービス提供体制強化加算

（1回につき　８単位を加算（１日に３回を限度））

（７）　認知症専門ケア加算
（1日につき　３単位を加算）

（８）　緊急時施設療養費

療養型老健の場合

（1月に1回3日を限度に､1日につき５１８単位を算定）

（二）　特定治療

（６）　療養食加算

（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（一）　３時間以上４時間未満

注　特別療養費

注　療養体制維持特別加算

（一）療養体制維持特別加算（Ⅰ）

（1日につき　２７単位を加算）

１日につき
＋６０単位

（３）　特定介護老人保健施設
　　　　短期入所療養介護費

－１／１００ －１／１００ －１／１００

1日につき
＋６０単位

（要介護４・５
に限る）

（ニ）　４時間以上６時間未満

（三）　６時間以上８時間未満

（一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）

１日につき
＋９０単位

（７日（やむを
得ない事情

がある場合は
１４日）を限

度）

（四）　ユニット型介護老人
　　　　保健施設短期入所療養
　　　　介護費（Ⅳ）
　　　　＜ユニット型特別介護
　　　　老人保健施設短期入所
　　　　療養介護費＞

（四）　介護老人保健施設
　　　　短期入所療養介護費
　　　　（Ⅳ）
　　　　＜特別介護老人保健施設
　　　　短期入所療養介護費＞ ｂ　介護老人保健施設

　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（三）　介護老人保健施設
　　　　短期入所療養介護費
　　　　（Ⅲ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護オンコール体制＞

ａ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞【療養型】

1日につき
＋５１単位

１日につき
＋１２０単位

1日につき
＋１２０単位
（要介護４・５

に限る）

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室＞【療養型】

ｂ　経過的ユニット型介護老人保健施
設
　　短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室的多床室＞
　　【療養型】

（二）療養体制維持特別加算（Ⅱ）

ｂ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜従来型個室＞【在宅強化型】

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室＞

ｂ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞【療養型】

1日につき
＋５１単位

ｂ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞【療養型】

（２）　ユニット型介護老人保健
　　　　施設短期入所療養介護費
　　　　（1日につき）

（一）　ユニット型介護老人
　　　　保健施設短期入所療養
　　　　介護費（Ⅰ）

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞【基本型】

（二）　ユニット型介護老人
　　　　保健施設短期入所療養
　　　　介護費（Ⅱ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護職員を配置＞

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室＞【療養型】

ｂ　経過的ユニット型介護老人保健施
設
　　短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室的多床室＞
　　【療養型】

ｃ　経過的ユニット型介護老人保健施
設
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞
　　【基本型】

１日につき
＋２４０単位

１日につき
＋２４０単位

1日につき
＋１２０単位
（要介護４・５

に限る）

1日につき
＋５１単位

1日につき
＋５１単位

ａ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

１日につき
＋２００単位
（７日間を

限度）

ｂ　経過的ユニット型介護老人保健施
設
　　短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室的多床室＞

1日につき
＋５１単位

ｄ　経過的ユニット型介護老人保健施
設
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞
　　【在宅強化型】

注

（１）　介護老人保健施設短期
　　　　入所療養介護費
　　　　（1日につき）

（一）　介護老人保健施設
　　　　短期入所療養介護費
　　　　（Ⅰ）

ａ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞【基本型】

×９７／１００ ×７０／１００

１日につき
＋２４０単位

１日につき
＋７６単位

1日につき
＋５１単位

（三）　ユニット型介護老人
　　　　保健施設短期入所療養
　　　　介護費（Ⅲ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護オンコール体制＞

1日につき
＋５１単位

1日につき
＋５１単位

基本部分

注

×９７／１００

（５）　口腔連携強化加算

ｃ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅲ）
　　＜多床室＞【基本型】

（二）　介護老人保健施設
     　　短期入所療養介護費
　　　　（Ⅱ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護職員を配置＞

ｂ　ユニット型介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室＞【在宅強化型】

ｄ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅳ）
　　＜多床室＞【在宅強化型】

片道につき
＋１８４単位

ａ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞【療養型】

（１回につき　５０単位を加算（１月に１回を限度））

×７０／１００

１日につき
＋２４単位

（９）　生産性向上推進体制加算

（一）　生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

（１月につき　１００単位を加算）

（二）　生産性向上推進体制加算(Ⅱ）

（１月につき　１０単位を加算）

（1月につき　＋所定単位×１７／１０００）

（一）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（１３）　介護職員等ベースアップ等支援加算 （１月につき　＋所定単位×８／１０００）

注
所定単位は、（１）から（１０）までにより算定した単位数の合計

※　身体拘束廃止未実施減算については令和７年４月１日から適用する。

（1月につき　＋所定単位×２１／１０００）

（二）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

※　介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については令和６年５月３１日まで算定可能。

（１１）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、（１）から（１０）までにより算定した単位数の合計（1月につき　＋所定単位×３９／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×２９／１０００）

（１２）　介護職員等特定処遇改善加算

※　業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和７年３月３１日までの間適用しない

注
所定単位は、（１）から（１０）までにより算定した単位数の合計
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：令和６年４月改定箇所

Ⅰ　指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防訪問入浴介護費

　２　介護予防訪問看護費

　３　介護予防訪問リハビリテーション費

　４　介護予防居宅療養管理指導費

　５　介護予防通所リハビリテーション費

　６　介護予防短期入所生活介護費

　７　介護予防短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における介護予防短期入所療養介護費

　　　ニ　（削除）

　　　ホ　介護医療院における介護予防短期入所療養介護費

　８　介護予防特定施設入居者生活介護費

　９　介護予防福祉用具貸与費

Ⅱ　指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　介護予防支援費

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

介　護　予　防　サ　ー　ビ　ス
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７　介護予防短期入所療養介護費

　イ　介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員
の勤務条件基
準を満たさない
場合

利用者の数及び
入所者の数の合
計数が入所定
員を超える場合

又
は

医師、看護職
員、介護職員、
理学療法士、作
業療法士又は
言語聴覚士の
員数が基準に満
たない場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置してい
ない等ユニットケ
アにおける体制
が未整備である
場合

身体拘束廃止
未実施減算

高齢者虐待防
止措置未実施
減算

業務継続計画
未策定減算

夜勤職員配置
加算

個別リハビリテー
ション実施加算

認知症行動・心
理症状緊急対
応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

在宅復帰・在
宅療養支援機
能加算（Ⅰ）

在宅復帰・在
宅療養支援機
能加算（Ⅱ）

利用者に対し
て送迎を行う場
合

要支援１ （ 579 単位）

要支援２ （ 726 単位）

要支援１ （ 632 単位）

要支援２ （ 778 単位）

要支援１ （ 613 単位）

要支援２ （ 774 単位）

要支援１ （ 672 単位）

要支援２ （ 834 単位）

要支援１ （ 583 単位）

要支援２ （ 730 単位）

要支援１ （ 622 単位）

要支援２ （ 785 単位）

要支援１ （ 583 単位）

要支援２ （ 730 単位）

要支援１ （ 622 単位）

要支援２ （ 785 単位）

要支援１ （ 566 単位）

要支援２ （ 711 単位）

要支援１ （ 601 単位）

要支援２ （ 758 単位）

要支援１ （ 624 単位）

要支援２ （ 789 単位）

要支援１ （ 680 単位）

要支援２ （ 846 単位）

要支援１ （ 624 単位）

要支援２ （ 789 単位）

要支援１ （ 680 単位）

要支援２ （ 846 単位）

要支援１ （ 653 単位）

要支援２ （ 817 単位）

要支援１ （ 653 単位）

要支援２ （ 817 単位）

要支援１ （ 653 単位）

要支援２ （ 817 単位）

要支援１ （ 653 単位）

要支援２ （ 817 単位）

要支援１ （ 611 単位）

要支援２ （ 770 単位）

要支援１ （ 611 単位）

要支援２ （ 770 単位）

　：　「特別療養費」と「緊急時施設療養費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和６年５月３１日まで算定可能。

※　業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和７年３月３１日までの間適用しない。

注
所定単位は、（１）から（９）までにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×２１／１０００）

（二）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×１７／１０００）

注
所定単位は、（１）から（９）までにより算定した単位数の合計

※　身体拘束廃止未実施減算については令和７年４月１日から適用
する。

（７）　緊急時施設療養費

（一）　緊急時治療管理

療養型老健以外の場合

（1月に1回3日を限度に､1日につき５１８単位を算定）

（二）　特定治療

（１１）　介護職員等特定処遇改善加算

（一）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　２２単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　１８単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　６単位を加算）

（1月に1回3日を限度に､1日につき５１８単位を算定）

療養型老健の場合

(３)　総合医学管理加算 （利用中に１０日を限度に、１日につき２７５単位を加算）

(４)　口腔連携強化加算

（５）　療養食加算 （1回につき　８単位を加算（１日に３回を限度））

（６）　認知症専門ケア加算

（一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（１日につき　３単位を加算）

（四）　ユニット型介護老人保健施設
　　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅳ）
　　　　＜ユニット型特別介護老人保健施設
　　　　介護予防短期入所療養介護費＞

注　療養体制維持特別加算

（一）療養体制維持特別加算（Ⅰ）

（1日につき　２７単位を加算）

（二）療養体制維持特別加算（Ⅱ）

（1日につき　５７単位を加算）

注　特別療養費

（２）　ユニット型介護老人
　　　　保健施設介護予防
　　　　短期入所療養介護費
　　　　（1日につき）

（三）　介護老人保健施設介護予防
　　　　短期入所療養介護費（Ⅲ）
　　　　＜療養型老健：看護オンコール体制＞

ｂ　経過的ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室的多床室＞【療養型】

（二）　ユニット型介護老人保健施設
　　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）
　　　　＜療養型老健：看護職員を配置＞

ａ　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞【基本型】

ｃ　経過的ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞【基本型】

ａ　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室＞【療養型】

（一）　ユニット型介護老人保健施設
　　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）

（三）　ユニット型介護老人保健施設
　　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）
　　　　＜療養型老健：看護オンコール体制＞

1日につき
＋５１単位

１日につき
＋２００単位
（７日間を

限度）

1日につき
＋５１単位

1日につき
＋５１単位

ｂ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞【療養型】

1日につき
＋５１単位

ａ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞【基本型】

ｃ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅲ）
　　＜多床室＞【基本型】

1日につき
＋５１単位

注

（１）　介護老人保健施設
　　　　介護予防短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（1日につき）

（一）　介護老人保健施設介護予防
　　　　短期入所療養介護費（Ⅰ）

1日につき
＋５１単位

1日につき
＋５１単位

ａ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞【療養型】

ａ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞【療養型】

（四）　介護老人保健施設介護予防
　　　　短期入所療養介護費（Ⅳ）
　　　　＜特別介護老人保健施設
　　　　介護予防短期入所療養介護費＞

ｂ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞【療養型】

ｂ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

片道につき
　＋１８４単位

１日につき
＋１２０単位

ａ　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室＞【療養型】

ｂ　経過的ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室的多床室＞【療養型】

b　経過的ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室的多床室＞

１日につき
＋２４０単位

－１／１００×９７／１００

ａ　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室＞

1日につき
＋５１単位

（１回につき　＋５０単位（１月に１回を限度））

ｂ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜従来型個室＞【在宅強化型】

１日につき
＋２４０単位

×７０／１００

（１日につき　４単位を加算）

（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）

－１／１００
１日につき
＋２４単位

×９７／１００

基本部分

注

ｄ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅳ）
　　＜多床室＞【在宅強化型】

ａ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

（二）　介護老人保健施設介護予防
　　　　短期入所療養介護費（Ⅱ）
　　　　＜療養型老健：看護職員を配置＞

×７０／１００

ｂ　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室＞【在宅強化型】

ｄ　経過的ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞【在宅強化型】

－１／１００

（８）　生産性向上推進体制加算

（一）　生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

（１月につき　１００単位を加算）

（二）　生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

（１月につき　１０単位を加算）

（１２）　介護職員等ベースアップ等支援加算 （1月につき　＋所定単位×８／１０００）

（1月につき　＋所定単位×１６／１０００）

（９）　サービス提供体制強化加算

（１０）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、（１）から（９）までにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×３９／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×２９／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
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：令和６年６月改定箇所

Ⅰ　指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　訪問介護費

　２　訪問入浴介護費

　３　訪問看護費

　４　訪問リハビリテーション費

　５　居宅療養管理指導費

　６　通所介護費

　７　通所リハビリテーション費

　８　短期入所生活介護費

　９　短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における介護予防短期入所療養介護費

　　　ニ　（削除）

　　　ホ　介護医療院における短期入所療養介護費

　１０　特定施設入居者生活介護費

　１１　福祉用具貸与費

Ⅱ　指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　居宅介護支援費

Ⅲ　指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造

　１　介護福祉施設サービス

　２　介護保健施設サービス

　３　（削除）

　４　介護医療院サービス

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

介　護　サ　ー　ビ　ス

社保審－介護給付費分科会
第239回（R6.1.22） 参考資料２－２
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２　介護保健施設サービス

注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条
件基準を満た
さない場合

入所者の数
が入所定員を
超える場合

又
は

医師、看護職
員、介護職
員、理学療法
士、作業療法
士、言語聴覚
士又は介護
支援専門員
の員数が基
準に満たない
場合

常勤のユニッ
トリーダーをユ
ニット毎に配
置していない
等ユニットケ
アにおける体
制が未整備で
ある場合

安全管理体
制未実施減
算

高齢者虐待
防止措置未
実施減算

業務継続計
画未策定減
算

栄養管理の
基準を満たさ
ない場合

夜勤職員配
置加算

短期集中リハ
ビリテーション
実施加算
（Ⅰ）

短期集中リハ
ビリテーション
実施加算
（Ⅱ）

認知症短期
集中リハビリ
テーション実
施加算（Ⅰ）

認知症短期
集中リハビリ
テーション実
施加算（Ⅱ）

認知症ケア
加算

若年性認知
症入所者受
入加算

在宅復帰・
在宅療養
支援機能
加算
（Ⅰ）

在宅復帰・
在宅療養
支援機能
加算（Ⅱ）

要介護１ （ 717 単位）

要介護２ （ 763 単位）

要介護３ （ 828 単位）

要介護４ （ 883 単位）

要介護５ （ 932 単位）

要介護１ （ 788 単位）

要介護２ （ 863 単位）

要介護３ （ 928 単位）

要介護４ （ 985 単位）

要介護５ （ 1,040 単位）

要介護１ （ 793 単位）

要介護２ （ 843 単位）

要介護３ （ 908 単位）

要介護４ （ 961 単位）

要介護５ （ 1,012 単位）

要介護１ （ 871 単位）

要介護２ （ 947 単位）

要介護３ （ 1,014 単位）

要介護４ （ 1,072 単位）

要介護５ （ 1,125 単位）

要介護１ （ 758 単位）

要介護２ （ 843 単位）

要介護３ （ 960 単位）

要介護４ （ 1,041 単位）

要介護５ （ 1,117 単位）

要介護１ （ 839 単位）

要介護２ （ 924 単位）

要介護３ （ 1,044 単位）

要介護４ （ 1,121 単位）

要介護５ （ 1,197 単位）

要介護１ （ 758 単位）

要介護２ （ 837 単位）

要介護３ （ 933 単位）

要介護４ （ 1,013 単位）

要介護５ （ 1,089 単位）

要介護１ （ 839 単位）

要介護２ （ 918 単位）

要介護３ （ 1,016 単位）

要介護４ （ 1,092 単位）

要介護５ （ 1,170 単位）

要介護１ （ 703 単位）

要介護２ （ 748 単位）

要介護３ （ 812 単位）

要介護４ （ 865 単位）

要介護５ （ 913 単位）

要介護１ （ 777 単位）

要介護２ （ 826 単位）

要介護３ （ 889 単位）

要介護４ （ 941 単位）

要介護５ （ 991 単位）

要介護１ （ 802 単位）

要介護２ （ 848 単位）

要介護３ （ 913 単位）

要介護４ （ 968 単位）

要介護５ （ 1,018 単位）

要介護１ （ 876 単位）

要介護２ （ 952 単位）

要介護３ （ 1,018 単位）

要介護４ （ 1,077 単位）

要介護５ （ 1,130 単位）

要介護１ （ 802 単位）

要介護２ （ 848 単位）

要介護３ （ 913 単位）

要介護４ （ 968 単位）

要介護５ （ 1,018 単位）

要介護１ （ 876 単位）

要介護２ （ 952 単位）

要介護３ （ 1,018 単位）

要介護４ （ 1,077 単位）

要介護５ （ 1,130 単位）

要介護１ （ 928 単位）

要介護２ （ 1,014 単位）

要介護３ （ 1,130 単位）

要介護４ （ 1,209 単位）

要介護５ （ 1,287 単位）

要介護１ （ 928 単位）

要介護２ （ 1,014 単位）

要介護３ （ 1,130 単位）

要介護４ （ 1,209 単位）

要介護５ （ 1,287 単位）

要介護１ （ 928 単位）

要介護２ （ 1,007 単位）

要介護３ （ 1,104 単位）

要介護４ （ 1,181 単位）

要介護５ （ 1,259 単位）

要介護１ （ 928 単位）

要介護２ （ 1,007 単位）

要介護３ （ 1,104 単位）

要介護４ （ 1,181 単位）

要介護５ （ 1,259 単位）

要介護１ （ 784 単位）

要介護２ （ 832 単位）

要介護３ （ 894 単位）

要介護４ （ 948 単位）

要介護５ （ 997 単位）

要介護１ （ 784 単位）

要介護２ （ 832 単位）

要介護３ （ 894 単位）

要介護４ （ 948 単位）

要介護５ （ 997 単位）

1日につき
＋５１単位

（３）　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅲ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護オンコール体制＞

注

1日につき
＋２００単位

1日につき
＋１２０単位
（週３日を

限度）

注

1日につき
＋１２０単位
（週３日を

限度）

注　外泊時費用（在宅サービスを利用する場合）

（１）　ユニット型
　　　　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅰ）

（一）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室＞【基本型】

（二）　介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　　＜多床室＞

（４）　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅳ）
　　　　＜特別介護保健施設
　　　　サービス費＞

ロ　ユニット型
　　介護保健施設
　　サービス費
　　（1日につき）

（二）　介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　　＜多床室＞【療養型】

（一）　介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞

1日につき
＋７６単位

1日につき
＋５１単位

1日につき
＋５１単位

×９７／１００

（２）　ユニット型
　　　　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅱ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護職員を配置＞

（一）　ユニット型介護保健施設サービス費
　　　　＜ユニット型個室＞【療養型】

（二）　経過的ユニット型介護保健施設サービス費
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞【療養型】

（３）　ユニット型
　　　　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅲ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護オンコール体制＞

（二）　経過的ユニット型介護保健施設サービス費
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞【療養型】

（四）　経過的ユニット型介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞【在宅強化型】

注

イ　介護保健施設
　　サービス費
　　（1日につき）

（１）　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅰ）

（一）　介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞【基本型】

×９７／１００ ×７０／１００ ×７０／１００
１日につき
－１４単位

（一）　ユニット型介護保健施設サービス費
　　　　＜ユニット型個室＞【療養型】

（一）　介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞【療養型】

基本部分

注

（２）　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅱ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護職員を配置＞

（一）　介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞【療養型】

（二）　介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　　＜多床室＞【療養型】

1日につき
＋２５８単位

身体拘束廃
止未実施減
算

注

１日につき
－５単位

（三）　経過的ユニット型介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞【基本型】

1日につき
＋２５８単位

1日につき
＋１２０単位

1日につき
＋５１単位

（四）　介護保健施設サービス費（ⅳ）
　　　　＜多床室＞【在宅強化型】

1日につき
＋２００単位

1日につき
＋５１単位

1日につき
＋２４０単位
（週３日を

限度）

1日につき
＋２４０単位
（週３日を

限度）

（三）　介護保健施設サービス費（ⅲ）
　　　　＜多床室＞【基本型】

－１／１００

入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき３６２単位を算定

（二）　介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　　＜従来型個室＞【在宅強化型】

（４）　ユニット型
　　　　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅳ）
　　　　＜ユニット型特別介護
　　　　保健施設サービス費
＞

（一）　ユニット型介護保健施設サービス費
　　　　＜ユニット型個室＞

（二）　経過的ユニット型介護保健施設サービス費
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

注　外泊時費用

1日につき
＋５１単位

－３／１００

1日につき
＋５１単位

1日につき
＋５１単位

療養型老健以外の場合

（１日につき　　　１,９００単位を加算）

療養型老健の場合

（１日につき　　　１,７００単位を加算）

（二）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　　＜ユニット型個室＞【在宅強化型】

１日につき
＋２４単位

（１）　死亡日以前31日以上45日以下

入所者に対して居宅における外泊を認め、施設が在宅サービスを提供した場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき８００単位を算定

（１日につき　　　８5０単位を加算）

療養型老健の場合

（１日につき　　　１６０単位を加算）

（３）　死亡日以前2日又は3日

療養型老健以外の場合

（４）　死亡日

療養型老健の場合

（１日につき　　　８０単位を加算）

療養型老健の場合
（２）　死亡日以前4日以上30日以下

療養型老健以外の場合

（１日につき　　　１６０単位を加算）

（１日につき　　　９１０単位を加算）

注　ターミナル
　　ケア加算

療養型老健以外の場合

（１日につき　　　７２単位を加算）

－１０／１００

介護　1746



※　イ（４）及びロ（４）を適用する場合には、（※２）を適用しない。

（入所者１人につき１回を限度として７０単位を加算）

（3）　かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ）

（２）　特定治療

注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月２回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合

※　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）については、令和７年３月３１日まで算定可能。

退所時情報提供加算（Ⅰ）

（５００単位）

退所時情報提供加算（Ⅱ）

（２５０単位）

注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

注
居宅介護支援事業者と入退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

注
退所後医療機関に入院した場合に、当該医療機関に対して、入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した場合

注
居宅等に退所した場合に、入所者の主治医等に対して、当該入所者の診療情報、心身の状況、生活歴等の情報を提供した場合

（1月に1回７日を限度に､1日につき２３９単位を算定）

（２）所定疾患施設療養費（Ⅱ）

（入所者１人につき１回を限度として１４０単位を加算）

（１月につき　５単位を加算）

注
入所期間が１月を超える入所者が試行的に退所する場合において、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合

注
入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた施設サービス計画の策定と及び診療方針の決定を行うことに加え、生活機能の改善目標及び退所後も含めた切れ目ない支援計画を作成した場合に算定

注
令和７年３月３１日までの間は１００単位を算定

（二）　退所時情報提供加算

ラ　褥瘡マネジメント加算　（※２）
　　（イ（１）、ロ（１）を算定する場合のみ算定）

（１月につき　１３単位を加算）

（１月につき　１００単位を加算）

（2）　生産性向上推進体制加算(Ⅱ）

（１月につき　１０単位を加算）

（１）　排せつ支援加算（Ⅰ）

（１月につき　１０単位を加算）

（１月に１回、連続する５日を限度として　２４０単位を算定）

（1）　生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

（１月につき　４０単位を加算）

注　療養体制維持特別加算

イ　療養体制維持特別加算（Ⅰ） （１日につき　２７単位を加算）

ロ　療養体制維持特別加算（Ⅱ） （１日につき　５７単位を加算）

注　特別療養費

ホ　再入所時栄養連携加算　（※２）

（入所者1人につき1回を限度として２００単位を加算）

ハ　初期加算
（1日につき　６０単位を加算）

（1日につき　３０単位を加算）

（１）　初期加算（Ⅰ）

（２）　初期加算（Ⅱ）

ニ　退所時栄養情報連携加算

注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

ヘ　入所前後訪問指導加算（Ⅱ）　（※２）

在宅強化型の場合 （１回につき　　　４８０単位を加算）

在宅強化型以外の場合

（１回につき　　　４５０単位を加算）

注
入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた施設サービス計画の策定と及び診療方針の決定を行った場合に算定

在宅強化型の場合 （１回につき　　　４５０単位を加算）

在宅強化型以外の場合

（１）　経口維持加算（Ⅰ）

リ　栄養マネジメント強化加算

（２）　訪問看護指示加算

（入所者1人につき1回を限度として３００単位を算定）

（１日につき　１１単位を加算）

（１回につき　　　４８０単位を加算）

ト　退所時等支援等加算　（※２）

（１）　退所時等支援加
算

（一）　試行的退所時指導加算

（４００単位）

注
経口維持加算（Ⅰ）を算定していない場合には、算定しない。

注
栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は、算定しない。

注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

（1月につき　１１０単位を加算）

（1月につき　４００単位を加算）

（1月につき　１００単位を加算）

（２）　かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）

（入所者１人につき１回を限度として２４０単位を加算）

（１）　かかりつけ医連携
薬剤調整加算（Ⅰ）

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ

ヌ　経口移行加算　（※２）

（1日につき　２８単位を加算）

（1月につき　９０単位を加算）

ル　経口維持加算　（※２）

（２）　経口維持加算（Ⅱ）

（１）　緊急時治療管理

療養型老健以外の場合

（1月に1回3日を限度に､1日につき５１８単位を算定）

療養型老健の場合

（1月に1回3日を限度に､1日につき５１８単位を算定）

ワ　療養食加算

（1回につき　　６単位を加算（１日に３回を限度））

カ　在宅復帰支援機能加算

（療養型老健に限り１日につき　１０単位を加算）

ヨ　かかりつけ医連携薬剤調整加算　（※２）

（２）　リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ）

（１月につき　５３単位を加算）

ネ　認知症行動・心理症状緊急対応加算

療養型老健以外の場合

（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

療養型老健の場合

（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

（２）　科学的介護推進体制加算（Ⅱ）

（１月につき　６０単位を加算）

ナ　リハビリテーションマネジメント計画書情報加算
（※２）

（１）　リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ）

ム　排せつ支援加算　（※２）

ウ　自立支援促進加算（※２）

（１）　褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）

（１月につき　３単位を加算）

（２）　褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）

（１月につき　３３単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　１８単位を加算）

ヤ　生産性向上推進体制加算

（１月につき　３００単位を加算）

（２）　排せつ支援加算（Ⅱ）

（１月につき　１５単位を加算）

（３）　排せつ支援加算（Ⅲ）

（１月につき　２０単位を加算）

ヰ　科学的介護推進体制加算（※２）

（１）　科学的介護推進体制加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×５４／１０００）

（１日につき　６単位を加算）

（1月につき　＋所定単位×４４／１０００）

（１）　介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

（入所者1人につき1回を限度として２０単位を算定）

ノ　安全対策体制加算（※２）

マ　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　２２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

ク　新興感染症等施設療養費

タ　緊急時施設療養費

※　ＰＴ・ＯＴ・ＳＴによる人員配置減算を適用する場合には、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算を適用しない。

ソ　認知症専門ケア加算

（１）認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（1日につき　３単位を加算）

（１日につき　４単位を加算）

（1月につき　１５０単位を加算）

（３）　介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

※　業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和７年３月３１日までの間適用しない。

ツ　認知症チームケア推進加算

（１）認知症チームケア推進加算（Ⅰ）

（２）認知症チームケア推進加算（Ⅱ）

（１月につき　１２０単位を加算）

ヲ　口腔衛生管理加算　（※２）

（１）　口腔衛生管理加算（Ⅰ）

（２）　口腔衛生管理加算（Ⅱ）

レ　所定疾患施設療養費　（※２）

（１）所定疾患施設療養費（Ⅰ）

注
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。（１月につき１回を限度として７０単位を加算）

チ　協力医療機関連携加算

（１）　相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入院を受け入れる体制を確保している協
力医療機関と連携している場合

（１月につき　５０単位を加算）

（２）　上記以外の協力医療機関と連携している場合

ヘ　入所前後訪問指導加算（Ⅰ）　（※２）

（四）　入退所前連携加算（Ⅱ）

（４００単位）

（三）　入退所前連携加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×７５／１０００）

オ　高齢者施設等感染対策向上加算

（１）　高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）

（１月につき　１０単位を加算）

（２）　高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）

（１月につき　５単位を加算）

（６００単位）

（1月に1回１０日を限度に､1日につき４８０単位を算定）

（入所者１人につき１回を限度として１００単位を加算）

ケ　介護職員等処遇改善加算

注
所定単位は、イからマまでにより算定した単位数の合計

（２）　介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×７１／１０００）

（４）　介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

（５）　介護職員等処遇
改善加算（Ⅴ）

（一）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１）

（1月につき　＋所定単位×６７／１０００）

（二）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２）

（1月につき　＋所定単位×６５／１０００）

（三）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３）

（1月につき　＋所定単位×６３／１０００）

（四）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４）

（1月につき　＋所定単位×６１／１０００）

（五）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５）

（1月につき　＋所定単位×５７／１０００）

（六）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６）

（1月につき　＋所定単位×５３／１０００）

（七）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７）

（1月につき　＋所定単位×５２／１０００）

（八）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８）

（1月につき　＋所定単位×４６／１０００）

（九）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９）

（1月につき　＋所定単位×４８／１０００）

（十）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０）

（1月につき　＋所定単位×４４／１０００）

（十一）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１）

（1月につき　＋所定単位×３６／１０００）

（十二）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２）

（1月につき　＋所定単位×４０／１０００）

（十三）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３）

（1月につき　＋所定単位×３１／１０００）

（十四）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４）

（1月につき　＋所定単位×２３／１０００）
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：令和６年６月改定箇所

Ⅰ　指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　訪問介護費

　２　訪問入浴介護費

　３　訪問看護費

　４　訪問リハビリテーション費

　５　居宅療養管理指導費

　６　通所介護費

　７　通所リハビリテーション費

　８　短期入所生活介護費

　９　短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における介護予防短期入所療養介護費

　　　ニ　（削除）

　　　ホ　介護医療院における短期入所療養介護費

　１０　特定施設入居者生活介護費

　１１　福祉用具貸与費

Ⅱ　指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　居宅介護支援費

Ⅲ　指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造

　１　介護福祉施設サービス

　２　介護保健施設サービス

　３　（削除）

　４　介護医療院サービス

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

介　護　サ　ー　ビ　ス

社保審－介護給付費分科会
第239回（R6.1.22） 参考資料２－２
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９　短期入所療養介護費
　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条
件基準を満た
さない場合

利用者の数
及び入所者の
数の合計数が
入所定員を超
える場合

又
は

医師、看護職
員、介護職
員、理学療法
士、作業療法
士又は言語
聴覚士の員
数が基準に満
たない場合

常勤のユニッ
トリーダーをユ
ニット毎に配
置していない
等ユニットケア
における体制
が未整備であ
る場合

身体拘束廃
止未実施減
算

高齢者虐待
防止措置未
実施減算

業務継続計
画未策定減
算

夜勤職員配
置加算

個別リハビリ
テーション実
施加算

認知症ケア加
算

認知症行動・
心理症状緊
急対応加算

緊急短期入
所受入加算

若年性認知
症利用者受
入加算

重度療養管
理加算

在宅復帰・在
宅療養支援
機能加算
（Ⅰ）

在宅復帰・在
宅療養支援
機能加算
（Ⅱ）

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要介護１ （ 753 単位）

要介護２ （ 801 単位）

要介護３ （ 864 単位）

要介護４ （ 918 単位）

要介護５ （ 971 単位）

要介護１ （ 819 単位）

要介護２ （ 893 単位）

要介護３ （ 958 単位）

要介護４ （ 1,017 単位）

要介護５ （ 1,074 単位）

要介護１ （ 830 単位）

要介護２ （ 880 単位）

要介護３ （ 944 単位）

要介護４ （ 997 単位）

要介護５ （ 1,052 単位）

要介護１ （ 902 単位）

要介護２ （ 979 単位）

要介護３ （ 1,044 単位）

要介護４ （ 1,102 単位）

要介護５ （ 1,161 単位）

要介護１ （ 790 単位）

要介護２ （ 874 単位）

要介護３ （ 992 単位）

要介護４ （ 1,071 単位）

要介護５ （ 1,150 単位）

要介護１ （ 870 単位）

要介護２ （ 956 単位）

要介護３ （ 1,074 単位）

要介護４ （ 1,154 単位）

要介護５ （ 1,231 単位）

要介護１ （ 790 単位）

要介護２ （ 868 単位）

要介護３ （ 965 単位）

要介護４ （ 1,043 単位）

要介護５ （ 1,121 単位）

要介護１ （ 870 単位）

要介護２ （ 949 単位）

要介護３ （ 1,046 単位）

要介護４ （ 1,124 単位）

要介護５ （ 1,203 単位）

要介護１ （ 738 単位）

要介護２ （ 784 単位）

要介護３ （ 848 単位）

要介護４ （ 901 単位）

要介護５ （ 953 単位）

要介護１ （ 813 単位）

要介護２ （ 863 単位）

要介護３ （ 925 単位）

要介護４ （ 977 単位）

要介護５ （ 1,031 単位）

要介護１ （ 836 単位）

要介護２ （ 883 単位）

要介護３ （ 948 単位）

要介護４ （ 1,003 単位）

要介護５ （ 1,056 単位）

要介護１ （ 906 単位）

要介護２ （ 983 単位）

要介護３ （ 1,048 単位）

要介護４ （ 1,106 単位）

要介護５ （ 1,165 単位）

要介護１ （ 836 単位）

要介護２ （ 883 単位）

要介護３ （ 948 単位）

要介護４ （ 1,003 単位）

要介護５ （ 1,056 単位）

要介護１ （ 906 単位）

要介護２ （ 983 単位）

要介護３ （ 1,048 単位）

要介護４ （ 1,106 単位）

要介護５ （ 1,165 単位）

要介護１ （ 959 単位）

要介護２ （ 1,043 単位）

要介護３ （ 1,162 単位）

要介護４ （ 1,242 単位）

要介護５ （ 1,319 単位）

要介護１ （ 959 単位）

要介護２ （ 1,043 単位）

要介護３ （ 1,162 単位）

要介護４ （ 1,242 単位）

要介護５ （ 1,319 単位）

要介護１ （ 959 単位）

要介護２ （ 1,037 単位）

要介護３ （ 1,135 単位）

要介護４ （ 1,213 単位）

要介護５ （ 1,291 単位）

要介護１ （ 959 単位）

要介護２ （ 1,037 単位）

要介護３ （ 1,135 単位）

要介護４ （ 1,213 単位）

要介護５ （ 1,291 単位）

要介護１ （ 818 単位）

要介護２ （ 866 単位）

要介護３ （ 929 単位）

要介護４ （ 983 単位）

要介護５ （ 1,035 単位）

要介護１ （ 818 単位）

要介護２ （ 866 単位）

要介護３ （ 929 単位）

要介護４ （ 983 単位）

要介護５ （ 1,035 単位）

（ 664 単位）

（ 927 単位）

（ 1,296 単位）

（一）　緊急時治療管理

　：　「特別療養費」と「緊急時施設療養費」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

（1月につき　＋所定単位×５７／１０００）

ｆ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６）

（1月につき　＋所定単位×５３／１０００）

ｅ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５）

（1月につき　＋所定単位×３６／１０００）

※　身体拘束廃止未実施減算については令和７年４月１日から適用する。

ｉ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９）

（1月につき　＋所定単位×４８／１０００）

ｌ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２）

（1月につき　＋所定単位×４０／１０００）

※　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）については、令和７年３月３１日まで算定可能。

（一）　介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

ｍ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３）

（1月につき　＋所定単位×３１／１０００）

ｎ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４）

（1月につき　＋所定単位×２３／１０００）

※　業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和７年３月３１日までの間適用

（１１）　介護職員等処遇改善加
算

ｈ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８）

（1月につき　＋所定単位×４６／１０００）

（1月につき　＋所定単位×５４／１０００）

（二）　介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

（四）　介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

ｇ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７）

ｃ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３）

（1月につき　＋所定単位×６３／１０００）

ｄ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４）

（1月につき　＋所定単位×６１／１０００）

（三）　介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×４４／１０００）

（1月につき　＋所定単位×５２／１０００）

ｊ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０）

（1月につき　＋所定単位×４４／１０００）

ｋ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１）

注
所定単位は、（１）から（１０）までにより算定した単位数の合計（1月につき　＋所定単位×７５／１０００）

ｂ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２）

ａ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１）

（1月につき　＋所定単位×６７／１０００）

（1月につき　＋所定単位×７１／１０００）

（五）　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋所定単位×６５／１０００）

×９７／１００

（９）　生産性向上推進体制加算

（一）　生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

（１月につき　１００単位を加算）

（二）　生産性向上推進体制加算(Ⅱ）

（１月につき　１０単位を加算）

（二）療養体制維持特別加算（Ⅱ）

ｂ　ユニット型介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室＞【在宅強化型】

注

（１）　介護老人保健施設短期
　　　　入所療養介護費
　　　　（1日につき）

片道につき
＋１８４単位

ａ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞【療養型】

（１回につき　５０単位を加算（１月に１回を限度））

×７０／１００

１日につき
＋２４単位

基本部分

注

1日につき
＋５１単位

1日につき
＋５１単位

1日につき
＋５１単位

（三）　ユニット型介護老人
　　　　保健施設短期入所療養
　　　　介護費（Ⅲ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護オンコール体制＞

１日につき
＋２４０単位

（一）　介護老人保健施設
　　　　短期入所療養介護費
　　　　（Ⅰ）

1日につき
＋５１単位

ｄ　経過的ユニット型介護老人保健施
設
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞
　　【在宅強化型】

ｃ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅲ）
　　＜多床室＞【基本型】

ｄ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅳ）
　　＜多床室＞【在宅強化型】

（二）　介護老人保健施設
     　　短期入所療養介護費
　　　　（Ⅱ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護職員を配置＞

１日につき
＋２００単位
（７日間を

限度）

ｂ　経過的ユニット型介護老人保健施
設
　　短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室的多床室＞

1日につき
＋５１単位

１日につき
＋２４０単位

１日につき
＋７６単位

ａ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞【基本型】

×９７／１００

ｂ　経過的ユニット型介護老人保健施
設
　　短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室的多床室＞
　　【療養型】

ｃ　経過的ユニット型介護老人保健施
設
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞
　　【基本型】

１日につき
＋２４０単位

1日につき
＋１２０単位
（要介護４・５

に限る）

1日につき
＋５１単位

１日につき
＋６０単位

×７０／１００

ｂ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞【療養型】

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室＞【療養型】

ｂ　経過的ユニット型介護老人保健施
設
　　短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室的多床室＞
　　【療養型】

1日につき
＋５１単位

1日につき
＋６０単位

（要介護４・５
に限る）

（ニ）　４時間以上６時間未満

（三）　６時間以上８時間未満

1日につき
＋５１単位

１日につき
＋１２０単位

1日につき
＋１２０単位
（要介護４・５

に限る）

（一）　ユニット型介護老人
　　　　保健施設短期入所療養
　　　　介護費（Ⅰ）

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞【基本型】

（二）　ユニット型介護老人
　　　　保健施設短期入所療養
　　　　介護費（Ⅱ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護職員を配置＞

１日につき
＋９０単位

（７日（やむを
得ない事情が
ある場合は１
４日）を限度）

（四）　ユニット型介護老人
　　　　保健施設短期入所療養
　　　　介護費（Ⅳ）
　　　　＜ユニット型特別介護
　　　　老人保健施設短期入所
　　　　療養介護費＞

（四）　介護老人保健施設
　　　　短期入所療養介護費
　　　　（Ⅳ）
　　　　＜特別介護老人保健施設
　　　　短期入所療養介護費＞ ｂ　介護老人保健施設

　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（三）　介護老人保健施設
　　　　短期入所療養介護費
　　　　（Ⅲ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護オンコール体制＞

ａ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞【療養型】

（一）　３時間以上４時間未満

ｂ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜従来型個室＞【在宅強化型】

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室＞

ｂ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞【療養型】

ａ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

注　特別療養費

注　療養体制維持特別加算

（３）　特定介護老人保健施設
　　　　短期入所療養介護費

－１／１００ －１／１００ －１／１００

（一）療養体制維持特別加算（Ⅰ）

（1日につき　２７単位を加算）

（２）　ユニット型介護老人保健
　　　　施設短期入所療養介護費
　　　　（1日につき）

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室＞【療養型】

（１０）　サービス提供体制強化加算

（1回につき　８単位を加算（１日に３回を限度））

（７）　認知症専門ケア加算
（1日につき　３単位を加算）

（８）　緊急時施設療養費

療養型老健の場合

（1月に1回3日を限度に､1日につき５１８単位を算定）

（二）　特定治療

（６）　療養食加算

（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（1月に1回3日を限度に､1日につき５１８単位を算定）

（1日につき　５７単位を加算）

療養型老健以外の場合

（１日につき　４単位を加算）

（４）　総合医学管理加算 （利用中に１０日を限度に、１日につき２７５単位を加算）

（一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（５）　口腔連携強化加算

（１日につき　６単位を加算）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　２２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　１８単位を加算）
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：令和６年６月改定箇所

Ⅰ　指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防訪問入浴介護費

　２　介護予防訪問看護費

　３　介護予防訪問リハビリテーション費

　４　介護予防居宅療養管理指導費

　５　介護予防通所リハビリテーション費

　６　介護予防短期入所生活介護費

　７　介護予防短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における介護予防短期入所療養介護費

　　　ニ　（削除）

　　　ホ　介護医療院における介護予防短期入所療養介護費

　８　介護予防特定施設入居者生活介護費

　９　介護予防福祉用具貸与費

Ⅱ　指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　介護予防支援費

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

介　護　予　防　サ　ー　ビ　ス
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７　介護予防短期入所療養介護費

　イ　介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員
の勤務条件基
準を満たさない
場合

利用者の数及び
入所者の数の合
計数が入所定
員を超える場合

又
は

医師、看護職
員、介護職員、
理学療法士、作
業療法士又は
言語聴覚士の
員数が基準に満
たない場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置してい
ない等ユニットケ
アにおける体制
が未整備である
場合

身体拘束廃止
未実施減算

高齢者虐待防
止措置未実施
減算

業務継続計画
未策定減算

夜勤職員配置
加算

個別リハビリテー
ション実施加算

認知症行動・心
理症状緊急対
応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

在宅復帰・在
宅療養支援機
能加算（Ⅰ）

在宅復帰・在
宅療養支援機
能加算（Ⅱ）

利用者に対し
て送迎を行う場
合

要支援１ （ 579 単位）

要支援２ （ 726 単位）

要支援１ （ 632 単位）

要支援２ （ 778 単位）

要支援１ （ 613 単位）

要支援２ （ 774 単位）

要支援１ （ 672 単位）

要支援２ （ 834 単位）

要支援１ （ 583 単位）

要支援２ （ 730 単位）

要支援１ （ 622 単位）

要支援２ （ 785 単位）

要支援１ （ 583 単位）

要支援２ （ 730 単位）

要支援１ （ 622 単位）

要支援２ （ 785 単位）

要支援１ （ 566 単位）

要支援２ （ 711 単位）

要支援１ （ 601 単位）

要支援２ （ 758 単位）

要支援１ （ 624 単位）

要支援２ （ 789 単位）

要支援１ （ 680 単位）

要支援２ （ 846 単位）

要支援１ （ 624 単位）

要支援２ （ 789 単位）

要支援１ （ 680 単位）

要支援２ （ 846 単位）

要支援１ （ 653 単位）

要支援２ （ 817 単位）

要支援１ （ 653 単位）

要支援２ （ 817 単位）

要支援１ （ 653 単位）

要支援２ （ 817 単位）

要支援１ （ 653 単位）

要支援２ （ 817 単位）

要支援１ （ 611 単位）

要支援２ （ 770 単位）

要支援１ （ 611 単位）

要支援２ （ 770 単位）

　：　「特別療養費」と「緊急時施設療養費」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和７年３月３１日までの間適用しない。

（一）　介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×７５／１０００）

（二）　介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×７１／１０００）

（三）　介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

（８）　介護職員等処遇改善加算

注
所定単位は、（１）から（９）までにより算定した単位数の合計

（四）　介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋所定単位×４４／１０００）

（８）　生産性向上推進体制加算

（一）　生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

（１月につき　１００単位を加算）

（二）　生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

（１月につき　１０単位を加算）

（９）　サービス提供体制強化加算
（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　１８単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　６単位を加算）

基本部分

注

ｄ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅳ）
　　＜多床室＞【在宅強化型】

ａ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

（二）　介護老人保健施設介護予防
　　　　短期入所療養介護費（Ⅱ）
　　　　＜療養型老健：看護職員を配置＞

×７０／１００

ｂ　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室＞【在宅強化型】

ｄ　経過的ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞【在宅強化型】

－１／１００

１日につき
＋２４０単位

×７０／１００

（１日につき　４単位を加算）

（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）

－１／１００

×９７／１００

１日につき
＋２４単位

片道につき
　＋１８４単位

１日につき
＋１２０単位

ａ　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室＞【療養型】

ｂ　経過的ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室的多床室＞【療養型】

b　経過的ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室的多床室＞

１日につき
＋２４０単位

－１／１００×９７／１００

ａ　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室＞

1日につき
＋５１単位

注

（１）　介護老人保健施設
　　　　介護予防短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（1日につき）

（一）　介護老人保健施設介護予防
　　　　短期入所療養介護費（Ⅰ）

1日につき
＋５１単位

1日につき
＋５１単位

ａ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞【療養型】

ａ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞【療養型】

（四）　介護老人保健施設介護予防
　　　　短期入所療養介護費（Ⅳ）
　　　　＜特別介護老人保健施設
　　　　介護予防短期入所療養介護費＞

ｂ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞【療養型】

ｂ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

1日につき
＋５１単位

１日につき
＋２００単位
（７日間を

限度）

1日につき
＋５１単位

1日につき
＋５１単位

ｂ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞【療養型】

1日につき
＋５１単位

ａ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞【基本型】

ｃ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅲ）
　　＜多床室＞【基本型】

1日につき
＋５１単位

ｂ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜従来型個室＞【在宅強化型】

（三）　介護老人保健施設介護予防
　　　　短期入所療養介護費（Ⅲ）
　　　　＜療養型老健：看護オンコール体制＞

ｂ　経過的ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室的多床室＞【療養型】

（二）　ユニット型介護老人保健施設
　　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）
　　　　＜療養型老健：看護職員を配置＞

ａ　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞【基本型】

ｃ　経過的ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞【基本型】

ａ　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費
　　＜ユニット型個室＞【療養型】

（一）　ユニット型介護老人保健施設
　　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）

（四）　ユニット型介護老人保健施設
　　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅳ）
　　　　＜ユニット型特別介護老人保健施設
　　　　介護予防短期入所療養介護費＞

注　療養体制維持特別加算

（一）療養体制維持特別加算（Ⅰ）

（1日につき　２７単位を加算）

（二）療養体制維持特別加算（Ⅱ）

（1日につき　５７単位を加算）

注　特別療養費

（２）　ユニット型介護老人
　　　　保健施設介護予防
　　　　短期入所療養介護費
　　　　（1日につき）

（三）　ユニット型介護老人保健施設
　　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）
　　　　＜療養型老健：看護オンコール体制＞

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

(３)　総合医学管理加算 （利用中に１０日を限度に、１日につき２７５単位を加算）

(４)　口腔連携強化加算

（５）　療養食加算 （1回につき　８単位を加算（１日に３回を限度））

（６）　認知症専門ケア加算

（一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（１日につき　３単位を加算）

（１回につき　＋５０単位（１月に１回を限度））

（1月につき　＋所定単位×５４／１０００）

（1月に1回3日を限度に､1日につき５１８単位を算定）

療養型老健の場合

※　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）については、令和７年３月３１日まで算定可能。

※　身体拘束廃止未実施減算については令和７年４月１日から適用
する。

（７）　緊急時施設療養費

（一）　緊急時治療管理

療養型老健以外の場合

（1月に1回3日を限度に､1日につき５１８単位を算定）

（二）　特定治療

（1月につき　＋所定単位×６１／１０００）

（１日につき　２２単位を加算）

（1月につき　＋所定単位×４０／１０００）

ｍ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３）

（1月につき　＋所定単位×４４／１０００）

ｋ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１）

（1月につき　＋所定単位×５７／１０００）

ｆ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６）

（1月につき　＋所定単位×５３／１０００）

ｇ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７）

ｊ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０）

（五）　介護職員等処遇
改善加算（Ⅴ）

ａ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１）

（1月につき　＋所定単位×６７／１０００）

ｂ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２）

（1月につき　＋所定単位×３６／１０００）

（1月につき　＋所定単位×６５／１０００）

ｃ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３）

（1月につき　＋所定単位×６３／１０００）

ｄ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４）

ｌ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２）

ｅ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５）

（1月につき　＋所定単位×３１／１０００）

ｎ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４）

（1月につき　＋所定単位×２３／１０００）

（1月につき　＋所定単位×５２／１０００）

ｈ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８）

（1月につき　＋所定単位×４６／１０００）

ｉ　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９）

（1月につき　＋所定単位×４８／１０００）

予防　651
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